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第１章  総  則 
（名称） 
第１条 この会は、長崎市立橘小学校ＰＴＡ（以下「本会」という。）という。 
（事務局） 
第２条 本会は、事務局を橘小学校内に置く。 
（目的） 
第３条 本会は、他の社会的諸団体・機関と協力し、児童の福祉のために活動することを目的と

する。 
（事業） 
第４条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 
(1) 家庭、学校及び社会における児童の福祉を図る。 
(2) 会員相互の学習を進め、教養を高める。 
(3) 家庭と学校の緊密な連携を図る。 
(4) 教育環境の改善を図る。 
（個人情報） 
第５条 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「個

人情報取扱規則」に定め適正に運用するものとする。 
 

第２章  組  織 
（組織） 
第６条 本会は、本校に在籍する児童の保護者と、本校に勤務する教職員が会員の資格を有する。 
２ 会員資格を有する者で入会を希望する者は、入会申込書の提出をもって入会したとみなす。 
３ 入会した会員については、会員資格を有する限り、自動更新とする。 
４ 児童の卒業または転出などにより会員資格を失った場合に、会員は自動退会となる。 
５ 退会を希望する会員は、所定の退会手続きをもって、退会することができる。 
６ 会員資格を有する者が入会申込書を提出せずに会費を納入した場合は、会費の納入をもって

入会したとみなす。 
 

第３章  役  員 
（役員） 
第７条 本会に次の役員を置く。 

会 長    １名 
副会長    若干名 
会 計    若干名 
監 事    若干名 
顧 問    若干名 

（役員の選出） 
第８条 会長、副会長、会計及び監事は、会員の中から立候補または推薦された者を選出し、総

会において承認を受けるものとする。 
２ 学級役員は、各学級会員の中から若干名選出する。 
３ 顧問は、会長の推薦により、総会の承認を得てこれを委嘱する。 
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（役員の任務） 
第９条 役員の任務は、次のとおりとする。 
１ 会長は、本会の会務を統括し、会を代表する。 
２ 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代行する。 
３ 会計は、会長の命により、本会の出納事務を処理する。 
４ 顧問は、学校と父母との連絡・調整を行う。 
５ 監事は、会計及び業務の監査にあたり、理事会に出席することができる。 
６ 学級役員は、各学級の活動の連絡・調整を行う。 
７ 理事は、理事会を構成し、第１２条に規定する理事会の業務に従事する。 
（役員の任期） 
第１０条 役員等の任期は、定期総会より次年度定期総会までとし、再任を妨げない。 
２ 役員に欠員があるときは、ただちに後任を選出する。この場合、後任者の任期は、 
前任者の残任期間とする。 

 
第４章  会  議 

（会議の種類） 
第１１条 会議は、総会及び理事会とする。 
（構成員） 
第１２条 総会は、会員をもって構成する。  
２ 理事会は、会長、副会長、会計、顧問をもって構成する。 
３ 交通安全保護者の会会長は、ＰＴＡ会長の承認を得て理事会に出席することができる。 
（決議事項並びに業務内容） 
第１３条 この会の会議は、次に掲げる業務を行う。 
１ 総 会 
１）総会は、会員をもって構成され、この会は、最高議決機関である。 
２）総会は、次のことを行う。 
ア）役員の承認並びに事業及び予算の承認。 
イ）会計監査を経た年度末決算の承認。 
ウ）会則の改正。 
エ）その他の重要事項。 

２ 理 事 会 
１）理事会は、本会の事業、会計、その他必要な事項を計画・立案・審議決定する。 
２）理事会は、総会で決定すべき事項で、緊急やむを得ない場合は、専決処理することができ

る。ただし、この場合、処理後速やかに当該事項を総会に報告し、承認を得なければなら

ない。 
（会議の開催） 
第１４条 総会は、毎年１回開催する。ただし、会長が必要と認めた場合は、臨時に開催するこ

とができる。 
２ 理事会は会長が必要と認めた場合、会長が招集し、開催する。 
 
 
 



- 3 - 

 

（議 決） 
第１５条 会議は、会員の過半数の出席者をもって成立し、その決議は、出席者の過半数で決し、

可否同数の場合は、議長の決するところによる。 
 ただし、総会の場合は、委任状を総会成立の要件に含めるが、決議の要件には含めないものと

する。 
 

第５章  会  計 
（会費の構成） 
第１６条 本会の資産は、会費、事業収入及び補助金・寄附金をもってあてる。 
（会費の管理） 
第１７条 本会の会費は、理事会の議を経て総会で決める。 
（会費の使用） 
第１８条 会費は、第４条の目的達成以外に使用できない。 
（会費の徴収） 
第１９条 会費は、一世帯月額２５０円とする。 
２ 会費は、年１回徴収する。 
３ 年度途中の転出・転入については、その翌月分からの返金・徴収とする。 
（会計年度） 
第２０条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
 

第６章  会則の改廃 
（会則の改廃） 
第２１条 この会則の改廃は、理事会の承認を得て、総会の決議を得なければ、改廃することが

できない。 
 

第７章  雑  則 
第２２条 本会は、必要に応じ規程を設けることができる。 
第２３条 本会に、旅費規程を別に定める。 
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 付 則 
１ 本会則は、昭和６３年５月２１日から実施する。 
２ 平成 ３年５月１８日一部改正。 
３ 平成 ６年４月 １日一部改正。 
４ 平成１０年４月 １日一部改正。 
５ 平成１４年４月 １日一部改正。 
６ 平成１５年５月１６日一部改正。 
７ 平成２１年４月 １日全面改正。 
８ 平成２６年５月１６日一部改正。 
９ 平成２８年３月１０日一部改正。 

１０ 令和 元年５月１０日一部改正。 
１１ 令和 ２年４月３０日一部改正。  
１２ 令和 ３年５月１３日全面改正。 
１３ 令和 ５年３月 ７日全面改正。 
１４ 令和 ５年５月２３日一部改正。 
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第 13 条の抜粋および要約（組織図） 
 
 
 

 

 

 

総会・・・PTA 全会員（加入した保護者と教職員） 

理事会・・・PTA 事務局員と顧問 
監事・・・会計および業務の監査 

地区 PTA 

交通安全保護者の会 
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長崎市立橘小学校ＰＴＡ旅費規程 

長崎市立橘小学校ＰＴＡ会員が、一人一役、市Ｐ連並びに県Ｐ連での各種ＰＴＡ行事に参加す

る際の旅費交通費について、以下のとおり定める。 

ただし、長崎市内の移動については、バス利用のみとし、申請書の提出は不要とする。 

   専門部の活動並びに学級活動等については、原則として予め決められたその予算内で処理し、

この規程には該当しない。 

 

訪 問 先 バス・ＪＲ利用 自家用車利用（運転者） 航空機利用 

 

県内（長崎市以外） 往復実費 燃料費、駐車場代、通行料  

県外（九州圏内） 往復実費  往復実費(沖縄) 

県外（上記以外） 往復実費  往復実費 

  

※算定方法 

 バス・ＪＲ利用の場合に含まれるもの 

：自宅の最寄りのバス停から目的地までの実費の往復料金。 

        別紙旅程表により算出 

 

 自家用車利用の場合に含まれるもの 

燃料費：自宅から目的地までの最短距離を１０km/L で除した燃料消費量に、東長崎地区の

ガソリンスタンドのレギュラーガソリン平均単価を乗じた金額。 

 駐車場代 ：目的地付近の駐車場代の実費。 

  通行料 ：自宅から目的地までの最短距離の通行にかかる有料道路料金の実費。 

    別紙旅程表により算出 

県外（九州圏内）での行事に参加される場合には、自家用車の利用は御遠慮ください。 

 

 航空機利用の場合に含まれるもの 

：自宅の最寄のバス停から直近の空港までのバス・ＪＲ実費の往復料金、 

       目的地の空港までの往復料金に目的地直近の空港から目的地までのバス・ＪＲ実費

の往復料金を加えたもの。 

       別紙旅程表により算出 

 

 上記にかかる申請書の提出は、事前申請とし、旅費について事前に精算を済ませるものとする。 

 ただし、自家用車利用時の駐車場代についてのみ、事後の精算とする。 

 

 本規程は、平成２１年１１月１日より適用する。 

 

※上記にある「別紙旅程表」は、事務局に保管してあります。 

 


